
「DP-No.1 株を利用して生産されたアスパルテーム」に係る食品健康影響評価に関

する審議結果（案）についての御意見・情報の募集結果について 

 

 

１．実施期間 平成２４年１月１９日～平成２４年２月１７日 
 
２．提出方法 インターネット、ファックス、郵送 
 
３．提出状況 １３通 
 
４．御意見・情報の概要及び遺伝子組換え食品等専門調査会の回答 

 御意見・情報の概要 遺伝子組換え食品等専門調査会の回答 

1 DP-No.1 株を用いて生産された

とあるが、原材料のアミノ酸類を

微生物体内で直接縮合しているの

か。微生物が生産した縮合するた

めの酵素を取り出して使っている

ということはないのか。もう少し

詳しい情報がなければ、どういっ

たものなのか理解ができず、意見

を求めたところであまり意味がな

いと思います。 

微生物から取り出すか、自ら体外

に放出した酵素を使って縮合反応

に利用するのであれば、この酵素

の安全性を評価するべきだと思い

ますが、食品安全委員会の考え方

について教えてください。 

この安全性評価の考え方で非た

んぱく質性添加物であることが条

件だと思うのですが、最終製品に

おいてたんぱく質の検出限界が１

μｇ／ｇ未満であればよいという

根拠があれば教えてください。 

評価書案にもその概略は記載しており

ますが、本添加物は、DP-No.1 株が産生

する酵素により原材料のアミノ酸類を縮

合し、それを原料として製造されたアス

パルテームです。遺伝子組換え微生物を

利用して生産された添加物は、一般に、

組換え体そのままを食する遺伝子組換え

食品とは異なり、最終産物としての添加

物製品の安全性評価を行うことが適切で

あるとされていることから、最終製品で

あるアスパルテームの安全性評価を行っ

たものです。 

タンパク質の検出限界については、現

在の分析技術を踏まえた妥当な検出限界

値であると判断しているものです。 

 

2 アスパルテームに関する論文で

は、『脳や神経に、重大な危険があ

り、精子の数も減少…』など「危

険」というもののほうが数が多く、

また少ないほうの「安全」という

論文は、全て企業側もしくは後に

アスパルテームは、食品衛生法で指定

された食品添加物です。遺伝子組換え食

品等専門調査会では、添加物に組換えDNA

技術応用に起因する新たな有害成分が存

在しないかという観点から安全性評価を

行っています。 

参  考 



企業に天下りした役人側のもので

す。 

アメリカでは、健康被害の訴訟も

起きております。 

アスパルテーム、ネオテーム等の

規制、禁止を求めます。 

本添加物は、「遺伝子組換え微生物を利

用して製造された添加物の安全性評価基

準」（平成 16 年 3 月 25 日食品安全委員会

決定）の附則「遺伝子組換え微生物を利

用して製造された添加物のうち、アミノ

酸等の最終産物が高度に精製された非タ

ンパク質性添加物の安全性評価の考え

方」に基づき、食品添加物公定書の成分

規格を満たしていること、有害性が示唆

される新たな非有効成分を含有していな

いこと等が確認できたことから、安全性

が確認されたと判断しました。 

なお、いただいたご意見については、

リスク管理機関にもお伝えします。 

3 http://www.youtube.com/watch?
v=a7yS3b49ups&feature=youtu
be_gdata_player 
アメリカのニュース番組の特集

が YOUTUBE でアップされています

が、安全性が確認されていないと

のことです。 

やめてください。 

4 遺伝子組み換え反対！ 食品安全委員会遺伝子組換え食品等専

門調査会では、科学的知見に基づき、遺

伝子組換え食品等の食品健康影響評価を

行っております。 

本添加物は、ご指摘のような安全性審

査を受けていない遺伝子組換え微生物を

利用して製造した添加物ではありません

が、「遺伝子組換え微生物を利用して製造

された添加物の安全性評価基準」（平成

16 年 3 月 25 日食品安全委員会決定）の

附則「遺伝子組換え微生物を利用して製

造された添加物のうち、アミノ酸等の最

終産物が高度に精製された非タンパク質

性添加物の安全性評価の考え方」（平成

17 年 4 月 28 日食品安全委員会決定）に

基づき評価した結果、安全性が確認され

たと判断いたしました。 

いただいたご意見については、リスク

管理機関にお伝えします。 

5 アスパルテームの使用じたいの

時点で、日本の政府当局は、国民

の健康を、予防的に守らねばなら

ない責務があるにもかかわらず、

厚生労働省など管轄当局は、未承

認の遺伝子組み換え微生物利用で

製造した添加物の流通を、未承認

添加物の輸入販売業者キリン協和

フーズ社の報告により、はじめて

判明するなど、違法食品の流通に

対するチェックの対応面で、追い

つくことが出来ずにいます。 

こうした不手際を、管轄当局は、

安全審査の手続きを開始して、い

そぎ承認化をはかる事で、問題を

処理しようとしています。 

 熾烈な価格競争のせいで、産地

偽装や偽装食品など、様々なモラ

ル・ハザード発覚や発生が物語る

ように、競争で追い詰められる業

者は、存続のために消費者の安全

を度外視するようになっていま

す。 

安全の危険性が未知数である＜

微生物利用の遺伝子組み換え食品

添加物＞の早急な承認は、未承認



（違法）の＜微生物利用の遺伝子

組み換え食品＞の流通への、管轄

当局の対応不足の咎めを逃れるた

めの、本来あるべき責任の放棄で

あります。 

 

「遺伝子組み換え 微生物による

添加物・アスパルテーム」の承認

化に反対します。 

6 厚生労働省など管轄当局は、安全

審査を受けていない遺伝子組み換

え微生物を使って製造した添加物

の流通を、その輸入販売業者キリ

ン協和フーズ社の報告で初めて判

明するなど、違法食品の流通に対

するチェックの対応面で追いつく

ことが出来ずにいます。このよう

な中で承認を急ぐことには反対で

す。食品に関しては用心しすぎる

くらいの姿勢でいなければ安全は

守れないと思います。 

安全性の確認にはもっと時間を

かけるべきです。「遺伝子組み換え

微生物による添加物・アスパルテ

ーム」の承認化に反対します。 

7 ラッセル博士がアスパルテーム

の神経毒性をはじめ様々な健康被

害を発言した、製造使用している

企業や米国糖尿病学会を相手取っ

ての集団訴訟が起き、企業が毒性

と使用による症状を知りつつ使用

している事から、日本政府は国民

の健康を予防的に守らねばならな

いにもかかわらず、厚生労働省な

ど当局は食品衛生法に基づく安全

審査を受けない遺伝子組み換え微

生物を使って製造した添加物の流

通をキリンの報告により判明する

など、違法食品流通に追いつくこ

とが出来ずにいます。国民の安全

を確保するため承認・非承認があ



るにもかかわらず、危険である遺

伝子組み換え食品添加物を流通に

対応できない事を穴埋めする欺瞞

は憲法に反する。「安全性に問題が

あるとの情報は今のところ未だ無

い」発言は、事故予防を放棄して

いる裏返しでは?産地偽装や偽装

食品など競争で追い詰められる業

者は消費者の安全を度外視する。

安全の危険性が未知数である遺伝

子組み換え食品添加物の承認は、

未承認（違法）の微生物利用の遺

伝子組み換え食品の流通への、管

轄当局の対応不足の咎めを逃れる

ためです。「遺伝子組み換え 微生

物による・・添加物・アスパルテ

ーム」の承認化に反対します。 

8 
 

厚生労働省など管轄当局は、安全

審査を受けていない遺伝子組み換

え微生物を使って製造した添加物

の流通を、その輸入販売業者キリ

ン協和フーズ社の報告で初めて判

明するなど、違法食品の流通に対

するチェックの対応面で追いつく

ことが出来ずにいます。 

こうした不手際を、いそぎ承認化

をはかる事で、管轄当局は問題を

処理しようとしています。  

日本政府の政策によるデフレと

グローバル化情勢のなかの”熾烈

な価格競争”のせいで、産地偽装

や偽装食品など、様々なモラル・

ハザードが物語るように、競争で

追い詰められる業者は、存続のた

めに、消費者の安全を度外視する

ようになっています。 

 ”危険性が未知数”の違法遺伝

子組み換え食品添加物類の流通に

対応できていない事を穴埋めす

る、早急な承認化という欺瞞は、

国民の生存権の保障に努めなけれ



ばならない政府の、日本国憲法第

二十五条憲法に反し、そして管轄

当局の対応不足の咎めを逃れるた

めの、本来あるべき責任の放棄で

あります。「遺伝子組み換え 微生

物による添加物・アスパルテーム」

の承認化に反対します。 

（同一意見他 5 通） 

 


